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安定ヨウ素剤の事前各戸配置の状況について 

                                  

 １ 調査結果 

   関係道府県担当者に照会した結果、安定ヨウ素剤の事前各戸配置を行っている道      

府県、市町村はありませんでした。 

  （平成１７年１２月６日に関係道府県担当者に電話照会により調査実施） 

 

  ２ 本県の状況 

 （１）旧小国町における安定ヨウ素剤の取り扱い 

    旧小国町が平成９年度から安定ヨウ素剤の購入を希望する住民に対して、安定    

ヨウ素剤の購入代金の全額を補助している。 

 

 （２）購入について 

   ① 購入にあたっては、区長が各戸の購入希望を取りまとめる。 

   ② 安定ヨウ素剤の品質保持期限３年であるため、３年ごとに更新を行う。 

    ③ 年齢を問わず１人につき２錠購入としている。（内服液調製のための原薬の購    

入は行っていない。） 

   ④ ４０歳以上の住民が購入した場合も助成対象としている。 

 

 （３）配置状況について（平成１５年度更新時） 

   ① 配置希望世帯数 １，８５８世帯（全世帯２，０６１世帯の９０．２％） 

   ② 服用希望者数  ６，５６５人（全町民７，０９７人の９２．５％） 

 

 （４）旧小国町における配置の根拠 

    旧小国町については、県が地域防災計画で定める防災対策重点地域（原子力発    

電所から概ね半径１０㎞以内の地域）に含まれないため、長岡市（旧小国町）独    

自の判断で実施している。 
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